
合同会社○○定款

第１章　総則

(商号)

第１条　当会社は、合同会社○○と称する。

商号の中には合同会社の文字を付す必要があります。

(目的)

第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

(１)

(２)

(３)

(４)前各号に付帯又は関連する一切の事業

最後に前各号に附帯関連する一切の業務と記載します。

(本店の所在地)

第３条　当会社は、本店を○○市に置く。

最小行政区画(市町村・東京都の場合は特別区)までの記載にします。

(公告の方法)
第４条　当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

官報以外に、日刊新聞紙や電子公告を規定することもできます。

第２章　社員及び出資

(社員及び出資)

第５条　当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次

のとおりである。

○○市○○町○丁目○○番地

○○○○

金○○○万円

○○市○○町○丁目○○番地

△△△△

金○○○万円

○○市○○町○丁目○○番地

□□□□

金○○○万円



(社員の責任)

第６条　当会社の社員の全部を有限責任社員とする。

合同会社の社員は全員が有限責任となります。

第３章　業務執行権及び代表権

(業務執行)

第７条　社員○○○○及び△△△△は、当会社の業務を執行する。

２　業務執行は、社員の過半数をもって決定する。

３　前項の規定にかかわらず、常務は、各社員が単独で決定し、行うことができる。

ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

定款で業務執行社員を規定した場合、業務執行社員のみで業務執行を行うことになり

ます。

(代表社員)

第８条　当会社の代表社員は、社員の互選によって定める。

第４章　社員の加入及び退社

(社員の加入)

第９条　新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなけれ

ばならない。

(任意退社)

第１０条　各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場

合においては、各社員は、２か月前までに会社に退社の予告をしなければならな

い。

２　前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも

退社することができる。

(法定退社)

第１１条　各社員は、会社法第６０７条の規定により、退社する。

２　社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その他の

一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。

会社法第６０７条の規定は、定款で定めた事由の発生、総社員の同意、死亡、合併(合

併で当該法人である社員が消滅する場合)、破産手続開始の決定、解散(前二号に掲

げる事由を除く)、後見開始の審判を受けたこと、除名が挙げられます。



第５章　計算

(事業年度)

第１２条　当会社の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までの年１期とす

る。

(計算書類)

第１３条　当会社は、毎事業年度の終わりにおいて計算を行い、次に掲げる計算書類

を作成して、１０年間これを保存する

(１) 貸借対照表

(２) 損益計算書

(３) 社員資本等変動計算書

(４) 個別注記表

第６章　その他

(定款に定めのない事項)                     

第１４条　本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従う。

合同会社○○設立のため、社員○○○○の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録で

ある本定款を作成し、これに電子署名する。　

　　令和○年○月○日　　　定款作成代理人　○○○○　電子署名

定款作成日を記載します。


